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お知らせ お知らせ
冬
期
間
通
行
止
め
の
お
知
ら
せ

　

次
の
路
線
が
冬
期
間
通
行
止
め

に
な
り
ま
す
。

路
線
名　

上
山
七
ヶ
宿
線

期
間

　

平
成
21
年
12
月
４
日
か
ら
平
成

22
年
４
月
22
日
ま
で

区
間

　

山
形
県
上
山
市
～
七
ヶ
宿
町
字

干
蒲

国
民
年
金
保
険
料　

追
納
の
お
す
す
め

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全

額
免
除
・
一
部
納
付
）・
若
年
者

納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
の
承

認
を
受
け
て
い
た
期
間
は
、
保
険

料
を
全
額
納
め
た
場
合
よ
り
も
老

齢
基
礎
年
金
の
受
け
取
り
額
が
少

な
く
な
っ
た
り
、
年
金
額
に
反
映

し
な
い
期
間
と
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
期
間
の
保

険
料
は
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
（
追
納
）。

追
納
を
す
る
と
、
そ
の
期
間
は
保

険
料
を
納
め
た
期
間
と
な
り
、
将

来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
が
増

額
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
免
除
等

の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度

か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に

追
納
す
る
と
き
は
、
当
時
の
保
険

　

平
成
22
年
４
月
１
日
よ
り
身
体

障
害
者
手
帳
の
内
部
障
害
に
「
肝

臓
機
能
障
害
」
が
加
わ
り
ま
す
。

肝
臓
機
能
障
害
に
関
す
る
身
体
障

害
者
手
帳
の
申
請
受
付
は
、
平
成

22
年
２
月
１
日
か
ら
を
予
定
し
て

お
り
ま
す
。
申
請
に
当
た
り
ま
し

て
は
、
指
定
医
の
診
断
書
が
必
要

で
す
の
で
、
主
治
医
と
ご
相
談
の

う
え
、
お
住
ま
い
の
市
町
村
窓
口

に
申
請
願
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

県
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援

セ
ン
タ
ー
判
定
支
援
班
へ

　

☎
０
２
２
（
２
８
６
）
４
３
９
３

身
体
障
害
者
手
帳
の「
肝
臓
機

能
障
害
」に
つ
い
て

料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算

額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
お

早
め
の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

追
納
に
は
納
付
書
が
必
要
で
す
の

で
、
追
納
を
希
望
さ
れ
る
方
は
管

轄
の
社
会
保
険
事
務
所
ま
た
は
役

場
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

担
当　

保
健
福
祉
課　

髙
橋

　

☎
３
７

－

２
１
１
４

放
送
大
学
４
月
生
募
集
の
お
知
ら
せ

　

放
送
大
学
で
は
平
成
22
年
度
第

１
学
期
（
４
月
入
学
）
の
学
生
を

募
集
中
で
す
。

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
等
の
放
送

を
利
用
し
て
授
業
を
行
う
通
信
制

の
大
学
で
す
。
心
理
学
・
福
祉
・

経
済
・
歴
史
・
文
学
・
自
然
科
学

な
ど
、
幅
広
い
分
野
を
学
べ
ま
す
。

　

出
願
期
間
は
平
成
22
年
２
月
28

日
ま
で
。
資
料
を
無
料
で
差
し
上

げ
て
い
ま
す
。

　

お
気
軽
に
放
送
大
学
宮
城
学
習

セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

　

☎
０
２
２

－

２
２
４

－

０
６
５
１

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

宮
城
県
多
重
債
務
無
料
相
談
会
開
催

　

国
の
「
多
重
債
務
者
相
談
強
化

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の
一
環
で
、
弁

護
士
や
司
法
書
士
等
が
多
重
債
務

に
関
す
る
無
料
相
談
を
行
い
ま
す
。

希
望
等
に
よ
り
心
の
健
康
相
談
も

あ
り
ま
す
。【
要
予
約
】

相
談
日
・
場
所
・
定
員
＝

12
月
13
日
（
日
）

　

宮
城
県
庁　

30
人

12
月
19
日
（
土
）

　

宮
城
県
庁　

30
人

※ 

右
記
の
ほ
か
14
日
か
ら
18
日
の

間
県
内
の
他
の
会
場
で
開
催
し

て
い
ま
す
。

予
約
受
付
日
時

　

12
月
7
日
（
月
）
～
11
日
（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分
に
電
話
で
下
記
へ

問
い
合
わ
せ

　

県
消
費
生
活
・
文
化
課

　

☎
０
２
２
（
２
１
１
）
２
５
２
４

手
軽
に
作
れ
る
お
も
て
な
し
料
理

実
施
日
時　

12
月
21
日
（
月
）

　

午
前
10
時
00
分
～
午
後
1
時
00
分

定
員　

16
名

受
講
料　

２
，
８
０
０
円

パ
テ
ィ
シ
エ
と
作
る
ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ

実
施
日
時　

12
月
18
日
（
金
）

　

午
前
10
時
00
分
～
午
後
1
時
00
分

定
員　

16
名

受
講
料　

２
，
０
０
０
円

会
場

　

仙
南
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

（
柴
田
郡
柴
田
町
大
字
船
岡
字
照

内
1
番
地
の
9
）

申
込
方
法

　

電
話
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
、
当
訓

練
セ
ン
タ
ー
へ
申
込
み
下
さ
い
。

申
込
期
限　

12
月
11
日
（
金
）

仙
南
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

「
ク
リ
ス
マ
ス
料
理
教
室
」参
加
者
募
集

受
講
通
知

　

締
切
日
以
降
に
ご
連
絡
い
た
し

ま
す
。

※ 

申
込
み
多
数
の
場
合
に
は
、
抽

選
に
よ
り
受
講
者
を
決
定
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

仙
南
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

　

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
船
岡
字
照

内
1
番
地
の
9

　

☎
０
２
２
４

－

５
７

－

１
５
０
１

　

�
０
２
２
４

－

５
５

－

２
２
５
０

「
第
61
回
人
権
週
間
」の
お
知
ら
せ

人
権
週
間
と
は
？

　

国
際
連
合
は
、
昭
和
23
年

（
１
９
４
８
年
）
第
３
回
総
会
で

世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
の

を
記
念
し
、昭
和
25
年（
１
９
５
０

年
）
第
５
回
総
会
に
お
い
て
、
世

界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
12
月

10
日
を
人
権
デ
ー
と
定
め
る
と
と

も
に
、
す
べ
て
の
加
盟
国
に
こ
れ

を
記
念
す
る
行
事
を
実
施
す
る
よ

う
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
法
務
省

と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、

世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
翌

年
の
昭
和
24
年
か
ら
毎
年
12
月
10

日
の
人
権
デ
ー
を
最
終
日
と
す
る

１
週
間
を
人
権
週
間
と
定
め
、
人

権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
の
た
め

の
啓
発
活
動
を
全
国
的
に
展
開
し

て
い
ま
す
。

「
特
設
相
談
所
等
開
設
に
つ
い
て
」

  

大
河
原
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

で
は
、「
第
61
回
人
権
週
間
」
行

事
の
一
環
と
し
て
、
下
記
に
よ
り

「
暮
ら
し
の
悩
み
ご
と
相
談
」
を

開
設
し
ま
す
。

  

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら

れ
ま
す
の
で
、
お
気
楽
に
ご
相
談

下
さ
い
。

大
河
原
町

期
日　

12
月
８
日
（
火
）

時
間　

10
時
00
分
～
15
時
00
分

場
所　

大
河
原
町
中
央
公
民
館

白
石
市　

七
ヶ
宿
町

期
日　

12
月
12
日
（
土
）

時
間　

10
時
00
分
～
15
時
00
分

場
所　

白
石
市
中
央
公
民
館

相
談
員

　

人
権
擁
護
委
員

相
談
内
容

☆
家
族
関
係

　

結
婚
・
夫
婦
・
離
婚
・
親
子

☆
隣
近
関
係

　

も
め
ご
と
・
境
界
問
題
・
騒
音
・

悪
臭
な
ど

☆
子
ど
も
や
高
齢
者
関
係

　

ぎ
ゃ
く
た
い
・
不
登
校
・
い
じ

め
な
ど

人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
開
催
に
つ
い
て

日
時　

平
成
21
年
12
月
５
日（
土
）

　

午
前
10
時
30
分
～
午
後
１
時
30
分

場
所　

大
河
原
町　

フ
ォ
ル
テ

内
容

　

人
権
あ
ゆ
み
ち
ゃ
ん
と
の
写
真

撮
影
・
ジ
ャ
ン
ケ
ン
大
会
、
人
権

イ
ラ
ス
ト
・
ポ
ス
タ
ー
展
示
な
ど


